
船舶事故調査報告書 

令和５年３月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突（岸壁） 

発生日時 令和４年６月２５日 １３時２０分ごろ 

発生場所 長崎県島
しま

原
ばら

市島原港（外港地区） 

 島原港防波堤灯台から真方位３２６°１.１海里付近 

 （概位 北緯３２°４５.９′ 東経１３０°２２.４′） 

事故の概要  旅客船兼自動車渡船フェリーくまもとは、着岸作業中、岸壁に衝突

した。 

事故調査の経過 令和４年９月９日、主管調査官（長崎事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

旅客船兼自動車渡船 フェリーくまもと、１,１６５トン 

 １３４５７９、九商フェリー株式会社（Ａ社） 

 乗組員等に関する情報 船長、三級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 本船 右舷船首部の防舷構造物に擦過傷 

岸壁 防衝材に破損 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 南～南東、風力 ５、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 上げ潮の初期 

 島原市には、本事故当時、強風注意報が発表中であった。 

 事故の経過 

 

 本船は、船長ほか６人が乗り組み、旅客１７人を乗せ、車両１０台

を積載し、島原港に向けて熊本県熊本市熊本港を出航した。 

 本船の島原港での着岸方法は、南北方向に延びる岸壁（以下「本件

岸壁」という。）に北進して進入し、船首を北方に向けて入船右舷着

けで着岸するものであった。 

船長は、島原市に強風注意報が発表中であることを把握しており、

島原港に向けて航行中、携帯電話でＡ社社員から同港内における風向

及び風速がそれぞれ南～南南東及び８～１０m/s であるとの情報を入

手した。 

 船長は、過去に島原港内で南寄りの風速１０m/s 程度の風が吹く状

況下、本件岸壁に向けて北進中、ふだんよりも両舷主機を中立運転と

する時機を早めて着岸操船を行い、その際、突風によって船首部が本

件岸壁側に振られることなく安全に着岸した経験が複数回あり、同港

に入った後、同様の操船方法をとった。 

 船長は、本件岸壁に小角度で進入する態勢とし、本件岸壁の南端を

通過後、前進行きあしを制御しようと、左舷主機を後進としたとこ

ろ、南東方から突風を受けて船尾部が左舷方に押され、本船が急激に

右回頭し、船首部が本件岸壁に接近するのを認めた。 



 船長は、バウスラスタを使用するなどしたものの、本船がほとんど

左回頭せず、両舷主機を全速力後進としたが、本船の右舷船首部が擦

るように本件岸壁に衝突した。 

 船長は、その後、着岸を完了し、旅客に負傷者がいないこと、積載

車両に損傷がないことを確認して海上保安庁に通報を行った。 

本船は、バウスラスタの使用効果が十分に得られる速力（対地速

力、以下同じ。）が２ノット（kn）以下であった。 

船長は、本事故当時、突風を受けた際の速力が約５kn であったの

で、バウスラスタの使用効果が得られず、本船がほとんど左回頭しな

かったと本事故後に思った。 

船長は、本事故当時、突風によって船首が本件岸壁側に振られるこ

とも考慮し、両舷主機を停止する時機を更に早めて早期にバウスラス

タの使用効果が得られる速力まで減速し、また、本件岸壁との距離を

ふだんよりも離して着岸作業を行えば良かったと本事故後に思った。 

分析  本船は、強風注意報が発表され、船尾方から風力５（風速８～１０

m/s）の風を受ける状況下、着岸作業中、船長が、約５kn の前進行き

あしで本件岸壁との距離をふだんの着岸時と同程度にとって本件岸壁

に進入したことから、突風を受けて右回頭し、船首部が本件岸壁側に

振られた際、バウスラスタを使用したり、両舷主機を後進としたりし

たものの、ほとんど左回頭せず、また、前進行きあしが止まらないま

ま本件岸壁に衝突したものと考えられる。 

 船長は、過去の経験を踏まえて本件岸壁に進入し、ふだんよりも両

舷主機を中立運転とする時機を早めていたが、過去に同様の操船方法

をとり、突風によって船首部が本件岸壁側に振られることなく安全に

着岸した経験が複数回あったことから、本事故当時、突風によって船

首部が本件岸壁側に振られることを考慮していなかったものと考えら

れる。  

本船は、バウスラスタの使用効果が十分に得られる速力が２kn 以下

であったが、突風を受けた際の速力が約５kn であったことから、バウ

スラスタの使用効果が得られず、ほとんど左回頭しなかったものと推

定される。 

原因 本事故は、本船が、強風注意報が発表され、船尾方から風力５の風

を受ける状況下、着岸作業中、船長が約５kn の前進行きあしで本件岸

壁との距離をふだんの着岸時と同程度にとって本件岸壁に進入したた

め、突風を受けて本件岸壁に衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、強風が吹く中、着岸作業を行う際、突風によって船首部

が岸壁側に振られた場合でも安全に着岸できるよう、早期にバウ

スラスタの回頭効果が得られる速力まで減速するとともに、岸壁



との距離を十分にとること。 

 


